
基本方針

推進体制
（協議会等の設置）

ハード対策

ソフト対策 役割分担

参画団体

「１００mm／h安心プラン策定」

申請書作成・提出

１００mm／h安心プラン 登録

１００mm／h安心プランの実施

地域の安全度向上

住民・企業等
市町村・河川管理者・
下水道管理者

地方公共団体

社会資本整備総合交付金
等による支援

●対象地域
河川事業および下水道事業が実施されている住宅
地や市街地の浸水被害の軽減を図る地域

●計画策定主体
市町村および河川管理者、下水道管理者（必須）
住民(団体)、民間企業等（任意）

○協議会等の設置により、関係機関が
連携した強力な推進体制が確立される。

○河川や下水道等の連携により一層の
効果的な整備が可能

○住民等の参加により、地域の防災へ
の意識が高まる

期待される効果

水管理・国土保全局長に
よる登録

策定について
アドバイス

河川改修

貯留・調節施設 浸透ます

校庭貯留

100mm/h安心プランの概要

従来の計画降雨を超える、いわゆる「ゲリラ豪雨」に対し、住民が安心して暮らせるよう、関係分野の行政機関が役
割分担し、住民(団体)や民間企業等の参画のもと、住宅地や市街地の浸水被害の軽減を図るために実施する取組
を定めた計画を「100mm/h安心プラン」とする。

策定主体は市町村および河川管理者、下水道管理者等とし、水管理・国土保全局長において登録を行う。

登録した地域について、流域貯留浸透事業の交付要件を緩和することにより、計画的な流域治水対策の推進を図る。

流域貯留浸透事業の交
付要件緩和による支援

国による支援

１００mm／h安心プラン 公表

評価・プランの見直し
下水道浸水被害軽減総
合事業による支援
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